
強化指定選手に該当せず、育成選手に該当

するかどうかのチェックプロセス

２０１６年１月１日～１１
月３０日までの自分の
記録を整理・確認し各
種目一番良い記録を抽

出

１９９５年１月１日以降生
まれの選手または中途
障害者で連盟選手登録
５年以下の選手に該当
する⇒育成選手基準記

録と照らし合わせ

育成A‐2基準を
１種目達成+育
成B基準他種目
を１種目達成

育成A基準を２種
目以上達成また
は育成A基準を１
種目達成 +育
成A‐2基準他種
目を１種目達成

育成A

未
達
成

２００２年１月１日～

２００４年１２月３１

日生まれの選手

２００５年１月１日生

まれ以降の選手

育成A

育成B基準を１
種目達成

育成A

育成B基準達成 育成B

２２歳以下の２０１６年育成選手で新育成選手に

該当しない選手は発掘選手等制度で 合宿参

加（１年間の措置）


